
 

参画と協働のまちづくりサポーター登録制度のごあんない     

～あなたも登録してみませんか～ 

 

「参画と協働のまちづくりサポーター登録制度」について 

  市民の皆さんにまちづくりに積極的に参画していただくため、登録したかた

に市政情報や市民活動等に関する情報を市から発信する制度です。 

 

サポーターの活動 

  サポーターのかたには、受け取った情報を基にして、パブリックコメント、

審議会等委員への応募、市民アンケート、ワークショップ等への参加・協力  

などの市民参画手続に積極的に参加して、市の施策等に対して意見や提案を 

行っていただくことを想定しています。登録期間は３年間です。 

市からは、①市民参画手続の実施に関する情報、②住民協働及び市民参画に

関する施策に関する情報、③県等が開催するＮＰＯやボランティアに関する  

講演会等に関する情報、④市が開催するイベントでのボランティア募集などの

情報を電子メールで提供します。 

 

市民サポーターの登録 

登録することができるかた  

市内に在住、在勤、在学、または活動しているかたで、中学生以上のかたです。 

 

登録の方法は？  

① 「参画と協働のまちづくりサポーター登録申込書」(裏面)を郵送、ＦＡＸ

又はＥメールで提出してください。窓口に直接提出することもできます。 

 

提出先：白岡市 市民生活部 地域振興課 市民協働担当（市役所３階） 

郵送送付先：〒３４９－０２９２ 白岡市千駄野４３２番地 

ＦＡＸ：０４８０－９２－９０９６ 

Ｅメール：chiiki@city.shiraoka.lg.jp 

② 市に登録されましたら、「参画と協働のまちづくりサポーター登録確認書」

を送付します。 

 

  

白岡市 市民生活部 地域振興課 市民協働担当 
電 話 ０４８０－９２－１１１１  内線 ３８２・３８３ 
E-mail chiiki@city.shiraoka.lg.jp 

お問合わせ先  



様式第１号（第４条関係） 

※登録番号 

 

白岡市参画と協働のまちづくりサポーター登録申込書 

     

                       年  月  日  

  

（宛先）白岡市長 

 

 白岡市市民参画条例第８条第１項に規定する、白岡市参画と協働のまちづく

りサポーターへの登録を申し込みます。 

記 

１ 「白岡市との関係」は、市外に住所を有する方のみ該当する番号を○で

囲んでください。 

２ 「市内に通勤」する方は勤務先を、「市内に通学」する方は学校名を記

載してください。 

３ 「市内で活動」する方は所属する団体名を記載し、活動内容が分かる書

類を添付してください。 

 ４ ※の欄は記入しないでください。 

ふ り が な 

氏   名 

 

住   所 
 

 

電 話 番 号   

白岡市との 

関係 

１市内に通勤（              ） 

２市内に通学（              ） 

３市内で活動（              ） 

メールアドレス               ＠ 

 


